
教 生 学 第 1 0 1 2 号 

令和５年（2023年）11月16日 

 

各 教 育 局 長 

各 道 立 学 校 長 

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 

（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 大 槻 直 広 

 

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等 

の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関す 

る法律」に関するリーフレットの周知について（通知） 

標記法律の施行等については、令和５年（2023年）７月20日付け教総第919号通知により周知

したところですが、このたび、文部科学省から、別添写しのとおり、事務連絡がありましたので

通知します。 

つきましては、各学校において、刑法等改正法等の趣旨及び意義等について全教職員が理解を

深め、児童生徒等が性犯罪の加害者にも被害者にもならないよう、別添リーフレットを児童生徒

等に配付し、教育活動等において活用願います。 

また、「生命（いのち）の安全教育」の一層の充実に向け、次の実践事例集や教職員研修資料

についても、積極的に活用いただきますようお願いします。 

記 

１ 性犯罪・性暴力対策の強化について 

 生命（いのち）の安全教育推進事業の取組に関する実践事例集（文部科学省） 

 https://www.mext.go.jp/a_menu/danjo/anzen/index.html 

 

 

２ 教職員研修資料「子供や若者を性暴力の当事者にしないための 

『生命（いのち）の安全教育』実践事例集」（道教委） 

   http://www.s-shido.hokkaido-c.ed.jp/anzen/R04inochianzenkyouiku.pdf 

 

 

 

（生徒指導係） 

 （企画・調整係） 

（学校安全係） 

様 
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事 務 連 絡 

令和５年１１月７日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 担 当 課  

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 担 当 課  

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 部 課  

構造改革特別区域法第１２条第１項の 

認定を受けた各地方公共団体の担当課 
 

各 国 公 私 立 大 学 担 当 課 御中 

各 公 私 立 短 期 大 学 担 当 課  

各 国 公 私 立 高 等 専 門 学 校 担 当 課  

厚生労働省医政局医療経営支援課 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課  
 

 

文部科学省総合教育政策局男女共同参画共生社会学習・安全課  

文部科学省初等中等教育局児童生徒課 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 学 生 支 援 課 

 

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等

の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関

する法律」に関するリーフレットの周知について（依頼） 

 

この度、第 211回国会において、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」（令和

５年法律第６６号）及び「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された

性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」（令和５年法律第６７号） 

(以下「刑法等改正法等」）が成立し、令和 5年 6月 23日に公布、一部の規定を除いて

同年７月１３日から施行されました。 

この度、刑法等改正法等が施行されたことを受け、法務省において別添のとおりリー

フレットが作成されました。各学校設置者等におかれては、刑法等改正法等の趣旨及び

意義等を御理解の上、児童生徒等が性犯罪の加害者にも被害者にもならないよう、各学

校における教育活動等において活用いただけるようお願いいたします。 

各都道府県・指定都市教育委員会担当課におかれては所管の学校（専修学校及び各種

学校を含む。以下同じ。）及び域内の市区町村教育委員会等に対して、各都道府県私立学

校主管部課におかれては所轄の私立学校に対して、構造改革特別区域法第 12 条第 1 項

の認定を受けた地方公共団体の担当課におかれては所轄の学校に対して、各国公私立大

「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」及び「性的な姿態を撮影する行為等

の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関す

る法律」が成立したことを受け、法務省にて児童生徒等向けのリーフレットが作成さ

れました。本事務連絡はリーフレットの周知をお願いするものです。 
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学・各公私立短期大学担当課・各国公私立高等専門学校担当課におかれては学内及び附

属学校に対して、厚生労働省医政局医療経営支援課及び厚生労働省社会・援護局障害保

健福祉部企画課におかれては所管の専修学校に御周知くださるようお願いします。 

 

【参考】 

〇刑法等改正法等の内容について 

法務省：性犯罪関係の法改正等 Ｑ＆Ａ (moj.go.jp) 

 

〇刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

衆議院 

第 211 回国会閣法第 58 号 附帯決議 (shugiin.go.jp) 

参議院 

刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 (sangiin.go.jp) 

 

〇性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に

係る電磁的記録の消去等に関する法律案に対する附帯決議 

衆議院 

第 211 回国会閣法第 59 号 附帯決議 (shugiin.go.jp) 

参議院 

性的姿態撮影等処罰法に対する附帯決議 (sangiin.go.jp) 

 

【別添】 

・【小学生向け】法務省リーフレット 

・【中高生向け】法務省リーフレット 

・【大学生向け】法務省リーフレット 

 

 

【本件担当】 

文部科学省総合教育政策局 

男女共同参画共生社会学習・安全課 

男女共同参画企画係 

TEL：03-5253-4111〔内線〕3268 

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu9144695215975EA2492589C000322039.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/211/f065_061501-1.pdf
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Futai/houmu08930B15D5DA811B492589C00032C6C8.htm
https://www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/211/f065_061502_1.pdf













